
代行機関 (株)あまの創健 による接種方法 
代行機関（株）あまの創健の契約医療機関において、「インフルエンザ予防接種 補助券」を提示後、予防接種を受けることで 

日本年金機構健康保険組合のインフルエンザ予防接種補助額が控除されます。別途、補助申請等は不要です。 

補助内容 
上限 3,000 円/人 （年度内 1回の補助） 

※接種日において、日本年金機構健康保険組合の被保険者又は被扶養者の資格を有していること 

利用できる 

医療機関 
別紙の医療機関（別添 2-②）のみとなります。 

 

「インフルエンザ予防接種 補助券」 利用方法 

１ 契約医療機関に対象年齢や金額、予約可否等を電話で確認 （※契約医療機関は別紙にてご確認ください。） 

２ 「インフルエンザ予防接種 補助券」に接種者全員の必要事項を記入 

３ 接種日に① 「インフルエンザ予防接種 補助券」、②接種者全員分の「被保険者証」を医療機関へ提示 

４ 補助額を超過した支払額は、自己負担となります。当日、医療機関へお支払いください。 

＜注意事項＞ 

本補助券を利用して接種した方は、年度内 1回の補助を利用したこととなるため、償還払い申請の対象外となります。 

※資格喪失後に「インフルエンザ予防接種 補助券」を利用して接種を受けた場合、本補助券を利用して接種した後に遡って資格を 

喪失した場合は、補助相当額（振込手数料含む）を返還いただくこととなりますので、ご注意ください。 
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